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会     議     録 

会 議 の 名 称  市立小・中学校体育施設開放事業運営委員会 

開 催 日 時  令和７年１２月１９日（金）１９時３１分から２０時１２分まで 

開 催 場 所  市民総合体育館 心技館会議室 1 

出 席 者 

委 員：７名（欠席３名） 

事務局：３名 

会 議 の 議 題 
① 令和７年度第４期（１月～３月）開放日程審査 

② その他 

会 議 の 要 旨 

① 令和７年度第４期分の体育施設開放日程案の審議について 

② その他 

会議録の作成方法 

□ 全文記録 

■ 要点記録 

記録内容の確認方法 

■ 会議の議長の確認を得ている 

□ 出席した構成員全員の確認を得ている 

□ その他（                      ） 

公開・非公開の別 
■ 公開 

□ 非公開 

傍 聴 者 数    ０人 

その他の必要事項 
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審 議 内 容   （発 言 者、発 言 内 容、審 議 経 過、結 論 等） 

 

① 令和７年度第４期の学校体育施設等開放日程について 

・日程案のとおり、決定した。 

 

② その他について 

・学校体育施設開放使用時における出入口の戸締りの徹底について 

 学校開放時に出入口の施錠をしていない団体が見受けられたため、事務局より各団体へ

注意喚起の文書を送付することとした。（別添の通り） 

 

・学校体育施設使用上の点検表および藤井寺市立小・中学校体育施設開放事業使用者遵守

事項について 

 上記文書の送付に伴い、点検表および遵守事項について見直しを行うこととした。改善

点等あれば、次回会議にて聴取する。 

 

・次回会議は、令和８年３月１９日（木）である。後日、改めて案内文書を送付する。 

１．標準会議録様式は、次のものが対象となります。 

 （１）法律や条例上に規定されている委員会・附属機関の会議 

 （２）その他本市の例規・要綱等に基づいて設置された会議（職員のみで構成されてい

る会議を含む。ただし、意思伝達を目的とするものを除く。） 

２．情報公開制度と会議録について 

  情報公開制度と会議の公開制度とは別の制度ですが、作成・保管している会議録は、

情報公開の対象となる情報となります。 



         令和 7年１2月 日 

 

小・中学校体育施設開放事業 

使用登録団体代表者（管理責任者）各位 

 

藤井寺市立小・中学校体育 

施設開放事業運営委員会 

 

藤井寺市教育委員会事務局 

教育部スポーツ振興課  

 

 

学校体育施設開放使用時における出入口（校門）の 

戸締りの徹底について（お願い） 

 

 

平素は、みなさまにおかれましては、施設の使用時、使用者遵守事項を守って

いただきありがとうございます。 

しかし、一方で、施設使用中に門を開けっぱなしにしているケースや施設使用

後に閉錠せずに退校しているケースがあるとのご報告がございました。 

つきましては、防犯上の観点から、施設の使用中は門を閉めて（＊補足あり）

活動し、使用後は戸締りの確認を徹底していただくことを、再度、みなさまで共

有くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

なお、今回の文書はすべての小・中学校体育施設開放事業使用登録団体代表者

（管理責任者）にお知らせしております。 

 

 

≪参考≫ 

藤井寺市立小・中学校体育施設開放事業使用者遵守事項 

（一部抜粋） 

２．入退校は原則として集団行動をとることとし、施設使用中は校門（入り口）を閉め

ておくなどして、防犯・安全を心がけること。 

 



補足 

門の閉め方について 

 

○「門を閉めること」は「施錠すること」です。 

 

＊必ず、南京錠にて施錠してください。 

 

施設の使用中に出入りする場合は、校門の前

に管理責任者や成人（１８歳以上）のものを立た

せておく、（もしくは、責任者に連絡がつくよう

な体制を各団体で徹底していただく）など、安全

管理を行った上で出入りしてください。 

 

みなさんの利用している施設は、普段児童・生

徒が使っている場所です。 

ご理解の程、ご協力をお願いします。 

 

 

 


